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土地改良

区体制強

化事業の

廃止に合

わせて、

後身の土

地改良区

機能強化

支援事業

が制定さ

れたこと

による所

要の改正 

土地改良事業補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

土地改良事業補助金交付要綱 

第１～第７ ［略］  

 

別表第１（第２関係） 

事業区分 事業 

種目 

経      費 補 助 額 

基幹水利

施設技術

管理強化

特別指導

事業 

 １  岩手県土地改良事

業団体連合会が土地

改良区体制強化事業

実施要綱（平成28年４

月１日付け27農振第2

429号農林水産事務次

官依命通知）第６の２

の(１)に掲げる事業

を行う場合に要する

経費 

２ 岩手県土地改良事

業団体連合会が同要

綱第６の２の(２)に

掲げる事業を行う場

合に要する経費 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

土地改良事業補助金交付要綱 

第１～第７ ［略］ 

 

別表第１（第２関係） 

事業区分 事業 

種目 

経      費 補 助 額 

基 幹水利

施 設技術

管 理強化

特 別指導

事業 

 １  岩手県土地改良事

業団体連合会が土地

改良区機能強化支援

事業実施要綱（令和７

年４月１日付け６農

振第2936号農林水産

事務次官依命通知）第

６の２の(１)に掲げ

る事業を行う場合に

要する経費 

２ 岩手県土地改良事

業団体連合会が同要

綱第６の２の(２)に

掲げる事業を行う場

合に要する経費 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 



 

附 則 

令和７年４月23日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。 

 

  ３ 岩手県土地改良事業団体

連合会が同要綱第６の２の

(５)に掲げる事業を行う場

合に要する経費 

 

 

 

［略］ 

［略］    

 

様式第１号～第８号 ［略］ 

 

  ３ 岩手県土地改良事業団体

連合会が同要綱第６の２の

(５)に掲げる事業を行う場

合に要する経費 

 

 

 

［略］ 

［略］    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号～第８号 ［略］ 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。  


